
計画の申請と認定の
ポイントとは？

固定資産税の軽減（３年
間ゼロ）を受ける方法

認定を受けることで利用
できる支援措置とは？

各種補助金の加点要件
や補助率アップにも

日 時

2019年1月24日 (木)
14:00～16:00
先着２０名様 受講料無料

場 所

内 容

津島商工会議所 ３階研修室

1. 経営革新計画について

2. 先端設備導入計画について

3. 経営革新・先端設備等導入計画の活用方法

事業のこれからを切りひらく！

講 師

日本ビジネスコンサルタント

代表 梶野 照夫 氏

（中小企業診断士）

FAX 0567-24-2805 参加申込書 ご希望の方はFAXやTEL等でお申込みください。

受講票は発行致しませんので、お申込の上、定刻までにお越しください。
※ ご記入頂いた内容は、当事業運営の為に利用する他、事務連絡や関連事業の情報提供の為に利用することがあります。

事業所名 住 所

参加者氏名 ＴＥＬ

〜 申請のポイントと制度のメリットをわかりやすく解説 〜

計画を策定する事は、自社の経営を見直すチャンスです。さらに、
新しい事業に取組む場合や、大型設備を導入する場合などに
計画認定を受けることで様々なメリットがあります。

経営革新・
先端設備導入計画セミナー

津島商工会議所 TEL.0567-28-2800お申込み・お問合せ


